
各位
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※ 木刀による剣道基本技稽古法は、各級共、掛かり手・元立ちの両方を行う。

※ 剣道基本稽古法の指定技は審査当日に発表する。

6

伊豆地区に在住または通学する小学校４年生以上の者

　　　　　　〃　　　　　　　小学校５年生以上の者

　　　　　　〃　　　　　　　小学校６年生以上の者

※ 尚、これまでの段級位受審条件を考慮し、次の特典を付加する。

（あ） ６年生は、３級、２級と合格していないと、１級は受審できない。（各級取得後、３ヶ月経過した者。）

（い） 中学生は２級と３級をかねて受審することができる。

（う） 高校生は１級と２級をかねて受審することができる。

（え） 前項（い）（う）の場合の受審料は、前級と受審級の累計額、合格時の登録料も前級と受審級の累計額と

する。不合格の場合は前級を登録する。合格者には当該の級の登録する。

7 受審料・登録料（級取得登録）・その他（静岡剣道連盟終身登録の手続き）　次表のとおり

 ・２級と３級の同時受審者については登録料３，２００円を納入すること。

 ・１級と２級の同時受審者については登録料４，７００円を納入すること。

 ・既に級位を取得している受審者が昇級した場合については登録料の納入は不要とする。

8

１） 受審者は、所定の申込所に記入の上、所属する地区剣連に申し込み受審料は審査当日持参すること。

２） ①所定申込書により申込みする。

②受審者自らが楷書で記入し、氏名は旧漢字使いに注意し、フリガナをつけて年齢・男女別も記入すること。

③前級合格時と姓及び住所が変わった場合は必ず旧姓及び旧住所も（　）で記入すること。

④前級合格の年月日を記入すること。記入のない者、誤記入の者は、無資格として、受審を認めない。

⑤他地区剣連からの転入者は、前級位の証書の写し（受領地区名を記入すること）を必ず提出すること。

この手続きのない者は申込を受理しない。

⑥２次審査受審者は、申込用紙の欄外に「赤」で２次審査と明記すること。１次合格会場も明記のこと。

⑦申込み後に受審を取り消した場合は、理由のいかんを問わず、受審料の返還はしないので申込に注意のこと。

⑧表記６資格の欄で資格のない者が受審・合格した場合は合格を取り消し、受審料等その他の返還は一切しない。

厳守

賀茂郡南伊豆町下賀茂１４９−３

審査担当　宗村一

TEL

FAX

令 和 8 年 4 月 28 日

賀 茂 剣 道 連 盟

会 長 和 泉 正 樹

剣道１級以下審査要項

審 査 会 場 河津中学校　武道場

令 和 8 年 6 月 7 日 日曜日期 日

主 催 一般社団法人　静岡剣道連盟

午前8 ：45受付　　午前9 ：00開始

審 査 方 法

主 管 賀茂剣道連盟

木刀による剣道基本稽古法

３級 切り返しと基本打ち（面・小手・胴・小手面） 基本１～基本４のうち３本

受 審 級 位 実　　　　技

受　　審　　資　　格

３級 ―

２級 切り返しと稽古 基本１～基本６のうち３本

１級 切り返しと稽古 基本１～基本９のうち３本

資 格

受 審 級 位 経　過　年　数

２級 ３級合格後３ヶ月以上

１級 ２級合格後３ヶ月以上

－

地 区 剣 連 会費

－

３級 １，５００ ２，３００ ３，２４０

級 位 受 審 料 証 書 料

１級 ３，０００ ５，９００ －

４，６００

登 録 料

※ ・合格者は当日、証書料・登録料を納入すること。

その他（証書料・登録料）

－

－

２級 １，７００

※ 証書料・登録料は所属地区剣

連に支払うこと。

申 込 み

申込期日

0558-62-5009

〒415-0303

令 和 8 年 5 月 22 日 金曜日

賀茂剣道連盟

090-3385-2516


